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「市川市特別支援教育推進計画」 基本理念 

 すべての子どもたちは、様々な個性と可能性を持っています。 

 その個性と可能性を生かし、子どもたちが「自分らしく」学び「自分らしく」社会参加を

していくために、そして、様々な人々が個性を認め合い、生き生きと活躍できる共生社会の

実現を目指して、特別支援教育を推進していきます。 
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